ビジネス基礎　確認テスト　第12回　
第５章1節　売買取引の手順（P.132～139）
	年　　　　組　　　　番
	得　　　　　　点

	名　前
	
	



［１］次の文が正しければ○を，誤っていれば×をつけなさい。
（１）売り手と買い手の間で売買契約を結ぶことを，売買契約の履行という。
（２）商品の価格を決めるさい，「現場渡し価格」にすると，「持ち込み渡し」と比べて取引価格は高くなる。
（３）売買契約締結後の一定期間内に商品の受け渡しを行うことを「延べ渡し」という。
（４）売り手が代金を請求できる期間は3年間である。
（５）売り手が注文書を受け取り，注文請書を送付したら，売買契約が成立したことになる。
	（１）
	（２）
	（３）
	（４）
	（５）

	
	
	
	
	


［２］次の文の（　　）にあてはまる語句または数字を答えなさい。
（１）商品について一定の品質が社会的に認められる通り名のことを（　　）という。
（２）「１箱2,000円」という場合の「１箱」など一定の慣習的な取引単位を（　　）という。
（３）１ダースの鉛筆＝（　　）本の鉛筆
（４）領収証には，印紙税法により代金に応じた（　　）をはり，消印する。
（５）注文した商品が到着し，買い手が品質・数量を確認し，損傷がないかを点検する作業を（　　）という。
	（１）
	（２）
	（３）
	（４）
	（５）

	
	
	
	
	


［３］次の問いの意味するものとして，正しいものを解答群から選び記号で答えなさい。
（１）売り手が，商品を発送すると同時に発送する，商品の明細を記した文書を何というか。
（２）買い手が，注文に先立ち，あらかじめ価格などの取引条件を売り手に問い合わせる文書を何というか。
（３）買い手が，売り手に商品の注文の意思を伝えるために用いる文書を何というか。
（４）売り手が，販売した商品の代金の支払いを売り手に求める文書を何というか。
（５）買い手が，送られてきた商品に対して，品質・数量のまちがいや損傷がないかを点検した結果，確かに注文した商品を受け取ったと，売り手に回答をする文書を何というか。
	ア．見積依頼書　　イ．見積書　　　ウ．注文書　　エ．注文請書　　オ．納品書　
カ．物品受領書　　キ．請求書　　　ク．領収証


　
	（１）
	（２）
	（３）
	（４）
	（５）

	
	
	
	
	


１５（問中）








